
平成30年9月市議会教育厚生委員会資料

第92号議案

長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例等の一部を改正する条例

目 次

1 条伊1改正の概要・・・・・・・・・・・・・

2 ^なi攻iモ内^・・・・・・・・・・・・・

3 新旧対照表

(1)長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基凖等を定める条伊1・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(2)長崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条伊1・

(3)長崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条伊1・ ■興●■■●■..

...

...

・・・・・・PI

・・・・・・・P2

P 23

福祉部

平成30年9月

P8

P 1 8





条例改正の概要

①改正理由

介護保険法の改正により、平成30年4月1日から新たに共生型サービスが創

設され、国の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等が

改正されたことに伴い、市の共生型サービスに関する基準を整備する必要がある

ため。

②改正する条例及び改正の概要

長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例

改正する条例

長崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例

長崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介'予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例

施行日公布の日

※共生型サービスの基準については、「地域包括ケアシステムの強化のための介

保険法等の一部を改正する法律」で、経過措置として平成30年4月1日か

ら起算して1年を超えない期間において条例が制定施行されるまでの間は、厚

生労省令で定める基準をもって、市の条例で定められた基準とみなすことが

定められている。

共生型訪問介、共生型通所介及

び共生型短期入所生活介、の準を

追加するもの。

改正の概要

共生型地域密濳型通所介・の基準を

追加するもの。

共生型介予防短期入所生活介

基準を追加するもの。

の



主な改正内容

①共生型サービスの概要

高齢者と障害児者が同一の事業所でサ」ビスを受けやすくするために創設され、

介保険サービス事業所が障害福祉サービスの指定を受けやすくなり、また、障

害福祉サービス事業所も介讃保険サービスの指定を受けやすくするもの。

障害児者

サービスを提供する場合、
それぞれ指定基準を
満たす必要がある
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・生活介(主として症心身障害者を通わせる事業所を除く)

短期入所生活介
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障害福祉サービス等

・自立訓練(機能訓練・生活訓練)⑪
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・放課後等デイサービス(同上)

・生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所に限る)

0
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②共生型サービスの入の効果

ア事業所側の利点

指定要件が緩和されるため、介保険、障害福祉それぞれの事業所がお互い

の指定を受けやすくなり、福祉に携わる人材に限りがある中で、人材を活用し

ながらサービスの提供を行うことができる。

イ利用者側の利点

長年に渡り障害者総合支援法による障害福祉サービスを受けていた障害者が、

65歳になると同時に介保険法のサービスに切り替わる(介保険優先原貝リ)

ことで、利用していた事業所と別の介保険の事業所を利用しなけれぱならな

いが、共生型サービスの入により、使いれた障害福祉サービス事業所で介

保険のサービスを利用できるようになる。

③改正内容

サービスの名称

・共生型訪問介護

・共生型通所介護

・共生型地域密着型通所介護

改正内容

障害福祉サービスにおける居宅介及ぴ重度訪

問介の指定を受けた事業所が、共生型訪問介護

の指定を受けやすくするよう基準を設ける。

障害福祉サービスにおける生活介護、自立訓練

(機能訓練・生活訓練)、児童福祉法における児

童発達支援及び放課後等デイサービスの指定を

受けた事業所が、共生型通所介護及ぴ共生型地域

密着型通所介護の指定を受けやすくするよう基

準を設ける。

障害福祉サービスにおける短期入所の指定を受

けた事業所が、共生型短期入所生活介及び共生

型介予防短期入所生活介の指定を受けやす

くするよう基準を設ける。

共生型短期入所生活介

共生型介護予防短期入所生

活介護



④基準の制定方針

共生型サービスが創設された趣旨を踏まえ、障害福祉サービス等の事業所の介

護保険サービスの事業への参入を促進するという観点から、障害福祉サービス等

の指定を受けている事業所であれぱ共生型介護保険サービスの指定を受けられる

ように人員、設備及び運営に関する基準を設定する。

国の基準において、人員及び設備に関する基準については、障害福祉サービス等

の基準を満たしていれぱよいとされていることに加えて、運営に関する基準のう

ち、地域の実情を踏まえ参酌すべき基準となっているものについては、さらに、指

定を受けやすくするように、次の方針に基づき、より緩和した基準を定めるものと

する。

ア参酌すべき基準について

基準の区分

介護保険サービスの制度上、必
(ア)

要な手続きに関する基準

上記(ア)以外で障害福祉サービ

(イ)ス等にはなく介保険サービス

のみにある基準

上記(ア)以外で障害福祉サービ

ス等より介護保険サービスの方
(ウ)

が厳しい基準

(オ)

イ本市の独自基準について

長崎市暴力団排除条例に基づき、暴力団を利することとならないよう、役員及

ぴ管理者が暴力団関係者である場合を欠格要件としているため、共生型の介保

険サービスについても既存の介保険サービスと同様の基準を設ける。

(エ)

制定の方針

国の基準のとおり介保険サービス

の基準を設ける。

介保険サービスの基準を設けるこ

とにより事業所の負担が増えるため

当該基準は設けない。

介護保険サービスの基準を設けるこ

とにより事業所の負担が増えるた

め、障害福祉サービス等と同様の基

準を設ける。

介保険サービスの基準を設けても

事業所の負担は増えないため、介

保険サービスの基準を設ける。

介保険サービスの基準を設けても

事業所の負担は増えないため、介護

保険サービスの基準を設ける。

上記(ア)以外で介護保険サービ

スより障害福祉サービス等の方

が厳しい基準

介護保険サービス及び障害福祉

サービス等で同様の趣旨の基準



⑤参酌すべき基準の主なもの

の

区分

介保険サービスの

(受給資格等の確認)

第12条指定訪問介事業者は、

指定訪問介の提供を求められた

場合は、その者の提示する被保険

者証によつて、被保険者資格、要

介護認定の有無及び要介認定の

有効期間を確かめるものとする。

2 指定訪問介護事業者は、前項の

被保険者証に法第乃条第2項に

規定する認定審査会見が記載さ

れているときは、当該認定審査会

,見に配して、指定訪問介を

提供するように努めなけれぱなら

ない。

【長崎市指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条伊n

福祉サービス・障児サー
ビスの基'

(受給資格の確認)

第15条指定居宅介'事業者
は、指定居宅介の提供を求
められた場合は、その者の提
示する受給者証によつて、支
給決定の有無、支給決定の有
効期間、支給等を確かめる
ものとする。
【長崎市指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及ぴ運営
に関する基準等を定める条伊1】

共生型
サービス

の

介保険サービ

スの基準を設け
る。

(受給'格の確認)
第18条指定児童発達支援事業
者は、指定児童発達支援の提
供を求められた合は、通所
給付決定保護者の提示する通
所受給者証によって、通所給

付決定の有無、通所給付決定
をされた指定通所支援の種
類、通所給付決定の有効期
間、支給等を確かめるもの
とする。

【長崎県通所支援の事業等の人
員、設備及び運営の基準に関
する条伊n

基準なし(機能訓練)

第159条指定短期入所生活介

事業者は、利用者の心身の状況等

を踏まえ、必要に応じて日常生活

を送る上で必要な生活機能の改善

又は維持のための機能訓練を行わ

なけれぱならない。

障害福祉サービ
スと同様の基準
を設ける。

(健康管理)

第160条指定短期入所生活介、事

業所の医師及ぴ看職員は、常に

利用者の健康の状況に注'すると

ともに、健康保持のための適切な

措置を採らなけれぱならない。

(健康管理)

第 89 条指定生活介'事業者

は、常に利用者の健康の状況

に注,するとともに、健康保

持のための適切な措置を・

じなけれぱならない。

基準を設けな
い。



基準
の

区分

介保険サービスの基準

(記録の整備)

第112条

2 指定通所介護事業者は、利用者に

対する指定'所介の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、その

完結の日から2年間保存しなけれ

ぱならない。

(1)通所介護計画

②第20条第2項に規定する提供

した具体的なサービスの内容等の

記録

③第27条に規定する市町村への

通知に係る記録

④第38条第2項に規定する苦

の内容等の記録

⑤前条第2項に規定する事故の

状況及び当該事故に際して採った

処置の記録

3 前項の規定によるほか、指定通所

介事業者は、居宅介、サービス

費の支払を受けた日から5年間、

当該居宅介サービス費の受給に

係る従業者の勤務体制に関する記

録並びに同項第1号及び第2号に

掲げる記録を保存しなけれぱなら

ない。

【長崎市指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条伊1】

福祉サービス・害児サー
ビスの基準

(記録の整備)

第刀条

2 指定療養介護事業者は、利用

者に対する指定療養介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から5年間保

存しなけれぱならない。

(1)第60条第1 項に規定する

療介計画

②第郭条第1項に規定する

サービスの提供の記録

③第67条に規定する市町村

への通知に係る記録

④第乃条第2項に規定する

身体的拘東等の記録

(5)次条において準用する第

40条第2項に規定する苦の

内容等の記録

⑥次条において準用する第

41条第2項に規定する事故の

状況及び当該事故に際して採つ

た処置の記録

【長崎市指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及ぴ運営

に関する基準等を定める条伊n

共生型

サービス

の

介護保険サービ
スの基準を設け
る。

(記録の整備)

第55条

2 指定児童発達支援事業者は、

障害児に対する指定児童発達支

援の提供に関する規則で定める

記録を整備し、当該指定児童発

達支援を提供した日から5年間

保存しなけれぱならない。

【長崎県通所支援の事業等の人

員、設備及ぴ運営の基準に関す

る条仰n



区分

介餓保険サービスの

(サービス提供困難時の対応)

第Ⅱ条指定訪問介事業者は、当

該指定訪問介護事業所の通常の事

業の実施地域(当該事業所が通常

時に当該サービスを提供する地域

をいう。以下同じ。)等を勘案し、

利用申込者に対し自ら適切な指定

訪問介護を提供することが困難で

あると認めた合は、当該利用申

込者に係る居宅介支援事業者

(法第 8 条第 24 項に規定する居

宅介護支援事業を行う者をいう。

以下同じ。)への連絡、適当な他の

指定訪問介、事業者等の紹介その

他の必要な措置を速やかに講じな

けれぱならない。

【長崎市指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条仰n

祉サービス,児サー
ビスの基

(サービス提供困難時の対応)

第 14 条指定居宅介事業者

は、指定居宅介事業所の通

常の事業の実施地域(当該事

業所が通常時にサービスを提

供する地域をいう。以下同

じ。)等を勘案し、利用申込者

に対し自ら適切な指定居宅介

を提供する二とが困難であ

ると認めた場合は、適当な他

の指定居宅介腰事業者等の紹

介その他の必要な措置を速や

か1ごじなけれぱならない。

【長崎市指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める

条仰1】

共生型

サービス

の

介護保険サービ

スの基準を設け
る。

(サービス提供困難時の対応)

第 17 条指定児童発達支援事

業者は、指定児童発達支援事

業所の通常の事業の実施地域

(当該指定児童発達支援事業

所が通常時に指定児童発達支

援を提供する地域をいう。第

52条第2項において同じ。)等

を勘案し、利用申込者に係る

害児に対し自ら適切な指定

児童発達支援を提供すること

が困難であると認めた ^
園

は、適当な他の指定児童発達

支援事業者等の紹介その他の

必要な措置を速やかに講じな

けれぱならない。

【長崎県通所支援の事業等の人

員、設備及び運営の基準に関

する条仰n

基
の



3 新旧対照表

①長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平成25年長崎市条例第10号)

条例(改正案)条例(現行)

目次

第1章(略)

第2章訪問介

第 1節~第4節 (略)

基準該当居宅サービスに関す筵●竺

る基準(第43条一第47条)

目次

第1章(略)

第2章訪問介

第1節~第4節(略)

篁●_篁共生型居宅サービスに関する

基準(第42条の3・第_42条の

4)

第3章~第6章(略)

第7章通所介護

第 1節~第4節(略)

第5節豈雌

第6節(略)

第8章(略)

第9章短期入所生活介護

第 1節~第5節(略)

筵』^基準該当居宅サービスに関す

る基準(第43条一第47条)

第3章~第6章(略)

第7章通所介護

第1節~第4節(略)

第 5 節共生型居宅サービスに関する

基準(第 114 条一第 131 条)

篁旦篁基準該当居宅サービスに関する

基準(第 182条一第 188条)(略)

第10章~第13章(略)

附則

第6節(略)

第8章(略)

第9章短期入所生活介

第 1節~第5節(略)

筵』=堕共生型居宅サービスに関する

基準(第 181 条の 2・第 181 条

の 3)

筈=1=範基準該当居宅サービスに関する

基準(第 182 条一第 188条)(略)

第10章~第13章(略)

附則



(趣旨)

第1条この条例は、介保険法(平成9年

法律第 123号。以下「法」という。)第42

条第1項第2号、第70条第2項第 1号並

びに第74条第1項及ぴ第2項の規定に基

づき、本市における指定居宅サービス事業

者の指定に係る申者の要件並びに指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及ぴ運

営に関する基準を定めるものとする。

条例(現行)

(定)

第2条(略)

2 この条例において、次の各号に掲げる用

語の.義は、当該各号に定めるところによ

る。

(趣旨)

第 1条この条例は、介護保険法(平成9年

法律第 123号。以下「法」という。)第42

条第 1 項第2号、第 70条第2 項第 1号、

第72条の2第1項第1号及び第2号並ぴ

条例(改正案)

に第74条第1項及び第2項の規定に基づ

き、本市における指定居宅サービス事業者

の指定に係る申,者の要件並ぴに指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及ぴ運営

に関する基準を定めるものとする。

(定)

第2条(略)

2 この条例において、次の各号に掲げる用

語の義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1)~(刀(略)

(8)共.生型居宅サーピス法第72条の
^

2第1項の申。に係る法第41条第1項

本文の指定を受けた者による指定居宅

サービスいう。

(9)(略)

(1)~(刀

(新設)

(略)

'L (略)

(新設)

(新設)

第 5 節共生型居宅サービスにする

基杢

(共生型・司介の基;)

笆"墜里」 0介にる共生型宅サ

ービス(以下「共生型。 という。)

の業行'指定居宅介 者(崎市

指定福祉サービスの業等の人 、

及び運にする基1等定める例

(平成25 。例第4号。以下「指

定福サービス基;例という)

^



条例(現行) 条例(改正案)

第6 第1 に定する指定宅介

業いう。)及ぴ重・占介(

の日常生活及ぴ会生}総合的に支

するための法(平成17 法第123 。

以下この条及び第 181条の2において「

害総厶支法という。)第5 3

介いう。第1 にる重二

おいて0じ。)にる指定福祉サービ

総合支法第29 第1項にス(

定する指定福サービスをいう。第1

号において同じ。)のを行う者が当該

業にして;たべき基は、次のとお

りとする。

業所(指定福祉(1)指定宅

サービス基準条例第6条第1項に規定

する指定居宅介護事業所をいう。)又

は重度訪問介護に係る指定障害福祉サ

ービスの事業を行う者が当該事業を行

う事業所(以下この号において_「指定

宅 所等という。)の

のが当指宅

等が供する指居宅介(指定障害

福祉サービス基準条例第5条第1項に

宅介いう。)又は定する

重度・司介(以下この号において「指

宅介 とい'。)の利用の

の 1用及び共生指宅

型訪問介護の利用者の数の合計数であ

るとした厶における当該指定宅介

護事業所等として必要とされる数以上

でること。

用に対して適(2)共生型 の



条例(現行)

(新設)

条例(改正案)

切な.サービスを提供するため、指定訪

占介業所その他の施から

必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第42 条の 4 第5条、第 6 条(第 1 項を除

<。)及び第7 並びに前節(第9 2

項から 6 まで及び第39 除く。)

の定は、共生型占介の業について

用する。この合において、第6 第2

項中「利用者(とあるのは「利用者(共

生型"の利用者及び指定居宅介

又は重占介に係る指定害福祉サ

ービスの利用いい、と、「指定。

又はとるのは「共生型・。介及

び指宅 しくは重 0 に

係る指定害福サービス又はとする。

第5節 基準該当居宅サービスに関する

基準

(運営規程)

第107条指定通所介事業者は、指定通所

介事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程(以下この章

(第5節を除く。)1こおいて「運営規程」とい

う。)を定めなけれぱならない。

第5節貞雌

第6節̂ 基準該当居宅サービスに関する

基準

(運営規程)

第107条指定通所介事業者は、指定通所

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程(以下この章

において「運営規程」という。)を定めなけ

れぱならない。

第 114条から第 131 条まで削除

第5節共生型居宅サービスに関する基準

(共生型通所

篁●」.1.象通所

の基;)

にる共生型宅サー

.
、
゛



条例(現行) 条例(改正案)

ビス(以下「共生型通所 という。)

(指定の事行、指定生活介

福サービス基1 例第80 1 に

者いう。)する生;

指定自立訓練(機 11練)業者(指定障

福祉サービス基'第143 第1項

に定する指定自立11 (能訓練)業

いう。)、指定自立 11 (生活 11練)

業(指定福サービス基;条例第

153 第1項に定する指自立 11練(生

活 11,)業者をいう。)、指児童発達

支業者(長指定通所支の業等

の人、及び運営の基'にする例

(平成24年 例第能以下この

において「指通所支基、例と

いう。)第6条第1項に定する指定児童

発達支業者いい、主として重症心身

児(児童福祉法(昭和22年法第164

号)第7 第2項に定る重症心

児い'。以下このにおいて"じ。)

通せる所において児童発達

(指定通所支基'例第5 に

る指定児童発達支をいう。 1 にお

<)いて同じ。)提する業

及び指放'等デイサービス業(

指' 基'例第74 第1 に

する放等デイサービス

をいい、主として重症心 児を通せ

る業において指定放後等デイサー

ビス(指定通所支基、例第73 に

定る放'等デイサービスい

するう。第1 において同じ。)



条例(現行) 条例(改正案)

<。)が当業にして満たす業

べき基準は、次のとおりとする。

(1)旨生活介業所(指 福

祉サービス基準条例第 80 条第 1 項に

定する指定生活 業所をい

う。)_、指定自立訓練(機能訓練)事

業所(指定害福祉サービス基準条例

第143 第1項に定する指定自立 11

練メ^_訓練)事業所をいう。)、指

定自立訓練(生活訓練)事業所(指定

障害福祉サービス基'例第153 第

1 項に定する指定自立 11練(生活 11

練)」事業所をいう。)、指定児童発達

支援事業所_(県指定通所支援基準条例

第◎条L第_1項に規定する指定児童発達

支業所いう。)又は指定放課後

等デイサービス業所(指定通所支

援基準条_例第 74 条第 1項に規定する

指定放課後等デイサービス事業所をい

。)(以下この号において r指生

所という。)の'

の員数力又_当該指定生活介護事業所等

が提供する指定生活介(指定害福

祉サービス基準条例第 79 条に規定す

る指定生活 いう。)、指定自立

劃"練1機能訓練)(指定障害福祉サー

ビス基準条例第142条に規定する指定

自立 11練(能 11練)をいう。)、指

定自立 11練(生活 11練)(指定福

祉サーピス基準条例第 152条に規定す

る指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、

指定児童発達支援又は指定放課後等デ



条例(現行) 条例(改正案)

イサービス(以下この号において「指

(新設)

定生活介護等」という。)の利用者の

指定生活等の利用及び共生

型通所介護の利用者の数の合計数であ

るとした合における当、指定生活介

業所等として必とされる数以上

であること。

(2)共生型通所介の利用に対して

適切なサービスを提供するため、指定

必な技術的支を受けていること。

(準用)

通所介

箆」」上全第9条第1項、第 10条から第 18

所の他の係施、から

まで、第20 、第22 、第27 、第

28 第34 から第36 まで第37 、

第38条、第 39 条第 1 、第41 条第42

の2、第56 、 99 、第101 及び

第102 第4 並びに前節(第105 1

号、第3号及び第4号並ぴに第113

く。)のは共生型通所のに

ついて'用る。この合において第9

第1項中「第30 に定する運

とあるのは「運程(第107 に

いー。第 34 条において同る運

等とあるのはじ。)と、「・ 0

「共生型通所介のに当たる業

という。)(以下「共生型通所

と、第28 及び第34 中「占

等とあるのは「共生型通所介

と、第102 第4 「前項ただしの

が 1 にげるム(指通所

利用し、日びに指通所



条例(現行) 条例(改正案)

以外のサービス提する合に

る。)とあるのは「共生型通 業

が共生型'所介 の" 利用

し及ぴ;に共生型通所以外の

サービスを提供する合と、第105条第

2号、第 106 第5項及び第 108 第3項

中「通所介業者とあるのは「共生型

業と、第112 第2項第2通F

中「次においてj 用する第 20 2

項とるのは「第20 第2項」と、同第

3 号中「次において'用する第27 」と

あるのは「第27 と、同項第4号中「次

においで用する第38 第2 項とる

のは「第38 第2項とする。

(新設)

(新設)

第 116条から第 131条まで削除

第 6 節共生型居宅サービスにする基

至

(共生型短期入所生活介護の基準)

篁」旦1全四3 短入生;にる共生

型居宅サービス(以下「共生型短期入所生

活介とい'。)のを行う指定短期

入所業(指定福祉サービス基;

例第 103 第1項に定する指定短入

所業いい、指 支施"(

総合法 29 第1 にする

指定害者支施をい'。以下このに

おいて同じ。)が指定短入所(ヒ定

福祉サービス基;例第99 に定する

指短入所いう。以下このにおいて

う所として当施同じ。)の



条例(現行) 条例(改正案)

業所又は指定と一体的に運
i^^

支施がの施、の全。又はー

。が利用に利用されていない室利

合に用して指短入所の

おいて当、業を行う業所(以下この

において「指定短期入所業所とい

う。)において旨定短入所提供する

業にる)が当該業にして満たす

べき基'は次のとおりとする。

(1)指定短入所所の居室の面

を、指定短期入所の利用者の数と共生

型短期入所生活介護の利用者の数の合

計数で除して得た面積が9.9平方メー

トル以上でること。

(2)指短入所所の'の

数が、当該指定短入所業所が提供

する指定短入所の利用者の数を指定

短期入所の 1用及び共生型短期入所

生活介護の利用者の数の合計数である

とした場合における当該指定短期入所

事業所として必要とされる数以上であ

ること。

の

37

第 42

、

(新設)

(3)共生型短入所生; の利用者

に対して適切なサービス目するた

め、指定短入所生活介 の

他の関係施設から必要な技術的支援を

受けていること。

(準用)

篁」旦1^三第10条から第

16 、第17 、第20

第34 から第36 まで

第38 第40 、第41

14条まで、

22

第
訂



条例(現行) 条例(改正案)

2、第56 、第 108 、第 110 、第 111

、第 147 及び第149 並びに第4

(第152 第2 155 第2 及び第

第157 第3 から 5156

項まで、第 158 条第 2 、第 159 条、第

162 、第165 第2項及び第3 、第167

2 1号並びに第168 除く。)

の定は、共生型短入所生活の業

について3 用するこの合において、第

34 「運程とるのは「運

( 164 に定する運程をい、。第

152 第1項において同じ。)と、「

司介等とるのは「共生型短入所

生活介のに当たる (以下「共

生型短入F 生; という)

と、第 108条第3 「通所、'業者

とあるのは「共生型短入所生活 業

者と、第152 第1項中「 164 に

とるのは「運定する運

と 0 及び 155 第3 「短入所

とるのは「共生型短生}

入所生活 と、 160 中「指

定短期入所生活 業所の医師及び看

とるのは「共生型短入所生活

業と、第163 中「短入P 生

活介業とるのは「共生型短入

F 生, と、第167 第2 第

2号中「次において'用する第20 第2

項とあるのは「第20 第2 と、同項第

4号中「次において3 用る第27 と

るのは「第27 と同第5 「次

において用する 38 第2 とる



条例(現行)

篁』鯨基準該当居宅サービスに関する

基準

②長崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例(平成25年長崎市条例第11号)

条例(改正案)条例(現行)

条例(改正案)

のは「第38 第2 と、同項第6号中「次

において;用する第 40 第 2 項とあ

るのは「第40 第2 と"第3 中

「同第1号及ぴ第2号とるのは「同

第2号とする。

目次

第 1章~第3章(略)

第3章の2 地域密着型通所介

第1節~第4節(略)

第 7 節基準該当居宅サービスに関する

基準

第 5 節指定療養通所介護の事業の基

本方針並びに人員、設備及び

運営に関する基準

第4章~第9章(略)

附則

(趣旨)

第 1 条この条例は、介護保険法(平成9

年法律第 123 号。以下「法」という。)

第78条の2第1項及び第4項第1号、

第78 の2の2 1 第1号及び第2

曼並びに第78条の4第1項及び第2項

の規定に基づき、本市における指定地域

目次

第 1章~第3章(略)

第3章の2 地域密着型通所介

第1節~第4節(略)

篁●=範共生型地域密着型サービスに

関する基準(第印条の 20の

2 ・第 60 条の 20 の 3)

第6節指定療通所介の事業の基

本方針並びに人員、設備及び

運営に関する基準

第4章~第9章(略)

附則

18

(趣旨)

第 1条この条例は、介保険法(平成9

年法律第 123 号。以下「法」という。)

第78条の2第1項及び第4項第1号並

びに第78条の4第1項及び第2項の規

定に基づき、本市における指定地域密着

型介護老人福祉施設の入所定員、指定地



条例(現行)

域密着型サービス事業者の指定に係る

申者の要件並ぴに指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定めるものとする。

(定)

第2条(略)

2 この条例において、次の各号に掲げる用

語の義は、当該各号に定めるところによ

る 0

(1)~(6)(略)

(新設)

条例(改正案)

密着型介老人福祉施設の入所定員、指

定地域密着型サービス事業者の指定に

係る申請者の要件並びに指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定めるものとする。

(定)

第2条(略)

2 この条例において、次の各号に掲げる用

語の義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1)~(6)(略)

(フ)共生型地域密着型サービス法第

78 の2の2第1項の申にる法第

42_条の2第1項本文の指定を受けた者

による指定地域密着型サービスをい

(略)(フ)̂

(新設)

(略)

(新設)

(共生型地域密型通所介の基')

第60 の20の2 地域密着型通所介護に係

る共生型地域型サーピス(以下「共生

型地域型通所介という。)の業

行'指生活介業( 指

福サービスの等の人 及び

にする基'等定める K平成25

例第4号。以下このにおいて

「ヒ定一祉サービス基;例とい

。)第80 第1 にする指生;

い、。)、指自立 11練(

(8)̂

第 5 節共_生型地域密着型サービスに関す

墨基整

、
つ

運
年



条例(現行) 条例(改正案)

(指定福祉サービス基11,)

1項に定する指定自例 143

いう。)、指立 11練(

(指定定自立 11練(生; 1,)

福サービス基準条例第 153 第 1 項に

定する指定自立 11練(生活 1)業者

い'。)、指定児童発達支

指定通所支の業等の人、及

び運の基;にする例(平成24

崎例 68号。以下このにおいて「

指定通所支基'例という。)第6

第1 に定する指定児童発達支業

児(児童いい、主として重症心

福法(和22年法第 164号)第7

^し、'する重症心2 二

以下この条において同じ。)を通わせる

業所において指定児童発達支(指定通

所基、例第5 に定する指定児

い'。第1号において同じ)童達

<。)及び指放する

(指通F'デイサービス

基'例 74 1項に定する指定放

等デイサービス業者をいい、主とし

児通せる業所におて重症心

デイサービス(指定通いて指定放

乃にする指放所基'

等デイサービスい'。 る

業を除く。)が当該業にしてた

すべき基'は、次のとおりとする。

業所(指定福祉生;( 1 )

サービス基準条例第 80 条第 1 項に規

定する指定生活介護事業所をいう。)、



条例(現行) 条例(改正案)

指定自立訓練(機能訓練)事業所(指

定福祉サービス基S 例第143

第1項に規定する指定自立訓練(機能

訓練)事業所をいう。)、指定自立訓

練(生活訓練)事業所(指定障害福祉

サービス準条例第153条第1項に規

定する指定自立訓練(生活訓練)事業

所いう。)、指定児童発達支事業

所(県指定通所支援基準条例第6条第

1 項に規定する指定児童発達支援事業

所をい、。)又は指定放後等デイサ

乏ビ丞事業所(県指定通所支援基準条

例第_74条第 1 項に規定する指定放課

後等デイサービス事業所をいう。)(以

下二のにおいて「指生}

所等という。)の従業者のが、

当該指定生活介護事業所等が提供する

指定生;介(指定障害福祉サービス

基準条例第 79 条に規定する指定生活

いう。)旨自立 1練(

訓練)(指定障害福祉サービス基準条

例

(能 11練)をい'。)、指定自立 11

練(生活訓練)(指定障害福祉サービ

ス基準条例第152条に規定する指定自

^練(生活訓練)をいう。)、指定

児童発達支援又は指定放課後等デイサ

ービス(以下この号において「指定生

142 に定する指定自立 11練

活介等という。)の利用の

指定生活等の利用及び共生型地

域密着型通所介護の利用者の数の合計

でるとした合における当指



条例(現行)

(新設)

条例(改正案)

生活介業所等として必とされる

数以上であること_塁_

(2)共生型地域密型' の利用

者に対して適切なサービ_スを提供する

ため、指定地域密着型通所介護事業所

その他の関係施設から必要な技術的支

援を受けていること。

(準用)

第60 の 20の 3 第 10条第 1 項、第 11 条

から第14 まで、 16 から第19 ま

29 、第35で、第21 、第23

から第39 まで、 42 第43 の2、

第54 、第60 の2、第60 の4及び

第60 の5第4項並びに前(第60 の

9第1号から第3 まで第5 園及ぴ第6

号、第60条の 17 第 1 項、第 2 、第4項

及ぴ第5項並びに第60 の20 を除く。)

のま定は、共生型地域型通所介の

業について'用るこの合において、

「 32 に する運第10 第1

とあるのは「運 (第60 の

12に定する運程をい'。 35 に

おいて同じ。)と、「定巡0・随時対

応型。介看業とあるのは「共

生型地域型通所介の提に当たる

(以下「共生型地域型通

という。)と、第35

期巡回・随時対応型 0 看業者

とあるのは「共生型地域型'F '

「 1と、第 60 の 5第4 た

型通所だしの合(,旨地域

が 1 にする、 利用し



条例(現行) 条例(改正案)

間及び深に指定地域型通所介以

外のサービス白する合に限る。)

とるのは「共生型地域型通

が共生型地域型通所 所

の設備利用し、間及び深夜に共生型地

域密型通所介以外のサービスを提供

する厶と、第60 の9 4号、第60

の 10第 5 項及び第60 の 13 第3 項中

「地域型通F 業とるのは

「共生型地域密型通所介業と、

第60 の 19第2項第2号中「次におい

て'用する第21 第2項とるのは「第

21 第2項と、同項第3号中「次に

おいて;用する第29 とるのは「第

29 と同第4 「次において;

用する第39条第2項とあるのは「第39

条第2項」とする。

筆巨篁指定療通所介

本方針並びに人員、

営に閏する基準

(3)長崎市指定介予防サービス等の事業の人員、設備及ぴ運営並びに指定介予防サービ

ス等に係る介予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25

年長崎市条例第12号)

条例(現行)

の事業の基

設備及び運

目次

第 1章~第8章(略)

第9章介護予防短期入所生活介

第 1節~第6節(略)

指定療通所介の事業の基篤」●

本方針並びに人員、設備及び運

営に関する基準

(新設)

目次

第 1章~第8章(略)

第9章介予防短期入所生活介護

第 1節~第6節(略)

条例(改正案)

篁●竺i 共生型介予防サービスに関す

23



篁」篁基準該当介護予防サービス

に関する基準

第 10章~第 13章(略)

附則

条例(現行)

(趣旨)

第 1条この条例は、介保険法(平成9年

法律第 123号。以下「法」という。)第 54

条第 1項第2号、第115条の2第2項第 1

号並びに第 115 条の 4第 1 項及び第2項

の規定に基づき、本市における指定介護予

防サービス事柴者の指定に係る申請者の

要件並びに指定介予防サービス等の事

業の人員、設備及ぴ運営並びに指定介予

防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める

ものとする。

条例(改正案)

る基準(第 165条の 2・第 165 条

の 3)

第8節基準該当介護予防サービス

に関する基準

第10章~第13章(略)

附則

(趣旨)

第1条この条例は、介保険法(平成9年

法律第 123号。以下「法」という。)第 54

条第 1項第2号、第 115条の2第2項第 1

号、 115 の 2 の2第 1項第 1号及び

2号並びに第115条の4第1項及ぴ第2項

の規定に基づき、本市における指定介護予

防サービス事業者の指定に係る申請者の

要件並びに指定介予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並ぴに指定介護予

防サービス等に係る介誰予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める

ものとする。

(定)

第2条(略)

2 この条例において、次の各号に掲げる用

語の,は、当該各号に定めると二ろによ

る。

(略)(1)~(刀

(8)共生型介予防サービス法第115
^

条の2の2第1項の申。に係る法第53

条第1項本文の指定を受けた者による

指定介護予防サービスをいう。

(9)(略)
^

サービスに篁_Z_篁共生型

(定義)

第2条(略)

2 この条例において、次の各号に掲げる用

語のは、当該各号に定めるところによ

る。

(1)~(フ)(略)

(新設)

(8)

(新設)

^
(略)



条例(現行)

(新設)

短入所生;の基')(共生型介、

第 165条の2 短入所生; こ

係る共生型介予サービス(以下「共生

型介予短期入所生, という。)

の業行う指定短入所業者(市

指定福祉サービスの業等の人、

及び運にする基;等定める

(平成25年長崎市例 4号。以下この

において「指定福祉サービス基

例とい、。)第 103 第 1項に定する

指定短入所業いい、指定 支

施"( の日常生活及び会生活

総合的に支するための法(平成17

法第 123号)第29条第 1 項に定する

指定障害者支施をいう。以下二のに

おいて同じ。)が指定短期入所(指定害

条例(改正案)

関する基準

福祉サービス基;例第99 にする

指定短入所い一以下このにおいて

所として当施
i^^

同じ)の

と一体的に運を行'所又は指定

障害者支施がの施の全。又はー

。が利用に利用されていない室利

用して指定短入所の業行、合に

おいて、当業行う F(以下この

において「指定短入所所とい

う。)において指定短期入所を提供する

業に限る。)が当該業にして満たす

べき基1 は、次のとおりとする。

(1)指定短入所所の室の面、

指定短期入所の利用者の数と共生型介



条例(現行) 条例(改正案)

護予防短期入所生活介護の利用者の数

の合計でして'た面が9.9平方

メートル以上であること。

(2)指短入所所の' の

が、当該指定短期入所事業所が提供す

る指定短入所の 1用の数を指定短

期入所の利用及び共生型介予短

入所生活の 1用のの厶計

であるとした厶における当該指定短

期入所業所として必要とされる以

上であること。

(新設)

(3)共生型介予短入所生}の

利用者に対して適切なサービスを提供

するため、指定介 入F 生活

所その他の施、から必

な技術的支を受けていること。

(準用)

篁」』Ξ^第51条の3から第51 条の7

まで、第51 の9、 51 の10、 51

の 13 第52 の2 第52 の3 54

、第55 の4から 55 の8まで

郭の 10、第55 の 11、第57 、第 121

の 2、第 121 の4、第129 及び第131

並びに第4 (第134 第2項、第137

第3項、第 140 第2項及び第3項、第

142 第2 第 1号並びに第 143

<。)及び第5 (第145 第1号から第

6号まで、第 146 第3項から 5 ま

で、第 147 第2項、第 148 条及び第 151

<。)の定は、共生型介・予短

入所生} のについて'用する。

この厶において第55 の4 「第55



条例(現行) 条例(改正案)

とあるのは「第139 と、「介予

・占入浴介業とあるのは「共生

短入所生活のに当型介、

(P 下「共生型たる 短入

所生活介従業という。)と、第121

の2第3項中「予通所りハビリテ

ーション業とるのは「共生型介

予短入所生活介業と、第134

第 1 項及び第 138 中「介 短入

とあるのは「共生型介所生j '

予短入所生活介業者と、第142

第2 第2号中「次において'用る

第51 の 13第2項とるのは「第51

の 13 第2 項と、同第4号中「次

において;用る 52 の3 とるの

は「第52 の3 と、同項第5号中「次条

において'用する第55 の8第2 と

あるのは「第55 の8第2 と、同項

第6号中「次において;用する第55

の10第2 とるのは「第55 の10

第2 と口 3 「同第1 及

び第2号とるのは「同 2号と、

第149 中「指定介 短期入所生活介

業所の医師及ぴ看 とるのは

「共生型介予短入所生活介業

者」とする。

第 8 節基準該当介
^

る基準

第 7 節基準骸当介護予防サービスに関す
^

る基準

予防サービスに関す


